
はじめに

　筆者は，大林弘道［２００６］において，中小企業

憲章制定運動１）における「自社分析」活動の意義

と成果を検討した。とくに，２００６年７月の時点

で記入された「自社分析」アンケート２），すなわ

ち，①自社を取り巻く経営環境（業界の特徴・現

状），②①における自社の方向性（自社の「経営指

針」），③望ましい経営環境（自社の方向性を妨げ

ている要因），④「中小企業憲章」に望むことに対

する回答を分析し，次の二つ課題を提起した。

第１に「自社分析」アンケートはその目的，とく

に，中小企業憲章案の成文化に対して有効であ

り，「量的にも，業種的にもさらに拡大した形で

の考察を進展させなければならない」３）こと，第

２に，今日，中小企業の経営と存立を規定する

外部環境要因を「《グローバル工業化》，《大企業

行動》，《ＩＣＴ（情報技術）の飛躍的発展》，《「改

革」》の４つ」４）に類型化し，それらを改めて中小

企業の存立を規定する基本要因として，全体と

しても，また,相互の関係としても，単なる羅列

でなく，論理的に組み立て直さなければならな

いことを指摘した。そのことは，また今日の中

小企業の経営と存立に対する分析視角を提供す

ることである。しかも，それらの要因は，１０年

単位の中期的もしくは長期的な要因でもあるが，

同時に，現在の世界的な金融危機から世界的な

経済不況への展開，日本経済における，回復基

調から急速な不況に向かう移行過程に対して，

中小企業の経営と存立に一層増幅された大きさ

の影響を与えつつある要因でもある。

　本稿は，そのように重大化しつつある後者の

問題に注目し，それが日本の中小企業全体の存

立にいかなる影響を与えているかを検証し，そ

の意味を，中小企業憲章制定という観点から中

小企業団体とその運動との関わりについて考察

し，さらに，それらを通して，改めて中小企業

憲章制定運動に対する国際的な意義を指摘した。

１　 中小企業の現状

（１）分析視角

　上記の経営環境要因は，アジアの経済的興隆

に代表される《グローバル工業化》のような歴史

的要因，大企業の世界への直接投資や金融活動

に代表される《大企業行動》のような企業経営的

要因，《ＩＣＴ（情報技術）の飛躍的発展》のごとき

科学技術の発展という要因，「新自由主義」と称

される《「改革」》のような政策の要因が複合的に

作用する要因群である。同時に，それらの要因

は業種や地域によってきわめて多様な事態と

なって実現している。それらの業種や地域での

個別的で具体的な状況は個々の分析に委ねざる

をえないが，共通して指摘できることは，戦後

の長期にわたって日本の中小企業の存立を可能

にさせてきた基盤を転換させるものであるとい

うことである。

　また，それらの歴史・企業・技術・政策の要

因は繰り返すように今日それぞれ強力であるが，

それらすべては等しく必然的・決定的というこ

とではない。また，歴史の展開や技術の発展は
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必然的ではあるが，企業の行動や政策の実施は

決定的ではない。さらに，歴史や技術もその発

展テンポは斉一ではないということにも留意す

る必要があろう。

　いまここでは，それらの環境要因を具体的な

経済指標として若干提示するにとどめたい。ア

ジア地域を中心とした発展途上国や中国等の社

会主義国はその多くが現在では新興経済国と

なって工業化を達成しつつあり，現在もさらに

その水準を高度化させている。その結果，早い

時期から日本の輸入構造を変化させてきた。

１９９０年代以降をも，それらの変化は継続し，そ

れら諸国を中心とした日本の製品輸入（表１）は

上昇を続けてきた。２０００年前後には６割を超え

る程度までに達している。２００３年以後若干低下

しているが，なお，５０％台半ばの水準にある。

また，輸入される製品のうち，機械製品の比率

（表１）をみると，急速に増大を続け，製品の半

分近くが機械製品となっている。この背景には，

上記の諸国の継続的な工業発展があるが，同時

に日本をはじめとする外国企業の進出がある。

日本企業の海外生産比率（表２）の状況をみると，

国内全法人ベースにおいても，海外進出企業

ベースにおいても，上昇を続けており，表に掲

載された直近の年度である，２００５年度が最高水

準となっている。要するに，グローバルな工業

化が進展し，大企業行動がそれを促進している

と考えてよいだろう。それゆえに，逆輸入比率

（表３）はアジアを中心に２０００年前後に最高水準

に到達している。その後も，アジアからのそれ

は多少減少した，全地域からの逆輸入は２００６年

に最高水準になっている。さらに，そのような

逆輸入製品の総輸入額に占める割合は一貫とし

て上昇している。このようなグローバル経済の

進展は，ＩＴＣ化によって促進されていることは

間違いない。

　ところで，上述の諸傾向は日本企業に大きな

影響を与えている。すなわち，工場立地件数（表
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４）はバブル崩壊以後減少を続け，２００２年以降や

や回復の傾向にあるが，１９９０年代初頭の水準に

及ばない。そして，欠損法人割合（表４）も，一

貫として上昇傾向である。それは，不況型の倒

産割合がなお上昇傾向にあることと連動してい

るといってよいであろう。

　以上の諸指標の動向はいわゆる「産業空洞化」

の事態と問題を示すものであるが，そうである

にもかかわらず，２０００年の以降の日本経済の回

復を牽引してきた機械諸産業の総輸出額に占め

る輸出の比率（表５）は近年若干低下しているが，

なお高い水準にある。このことは，中長期的な

企業環境諸要因が中小企業の基盤を転換させな

がらも，日本経済の牽引してきた回復要因に対

する現在進行中の世界金融危機の日本経済への

更なる影響として懸念して余りある状況にある

といえる。

（２）中小企業の現状

　上述した１９９０年代以降の諸経済指標の変化が

中小企業の存立の基盤の転換となって，個々の

中小企業に多様で深刻な影響を与えてきたし，

現在の状況がそれを倍加する懸念が高まってい

るのであるが，本稿において注目すること，前

者が結果として中小企業総体に対してもたらし

ている事態，すなわち，中小企業数の減少とい

うことである。中小企業数の差し当たりの資料

として，中小企業庁編『中小企業白書』の各年版

の付属統計資料における「産業別規模別事業所・

企業数」を採用しよう。それらについて１９９９年の

中小企業基本法改正による中小企業範囲の改定

を踏まえて，時系列的に接続して検討した。
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　非一次産業の企業数（表６）は全体の状況を示

すのであるが，１９８６年時の中小企業数を頂点に

その後２０年間，明らかに減少を続けており，減

少幅は約１１０万，約２割に及んでいる。しかもな

お，傾向的に減少の着地点が見えない状況であ

る。

　このような中小企業数の減少は，中小企業お

よび日本経済に何を意味するだろうか。

　第１に，中小企業にとって存立それ自体の危

機を，しかも傾向的な減少は恒常的な危機を意

味している。上の減少数からすれば，毎年およ

そ５万５千の中小企業数が純減してきたわけで，

相応の開業数を前提とすれば，中小企業におけ

る退場数は膨大になるはずである。つまり，中

小企業数の減少は中小企業にとっては存続それ

自体が危機感をもって受け止められているであ

ろう。

　それゆえに，第２に，このような傾向的な膨

大な中小企業数の減少に直面しているという状

況において，中小企業政策は一体どのような政

策であるべきなのであろうか。個々の施策では

適わない，より根本的で本質的な政策体系の検

討を必要としているのではないかと考えなけれ

ばならない。

　第３に，中小企業数の後退は，一方では，日

本の経済の基礎・基盤を掘り崩し，他方で，経

済全体としての競争性を弱化させ，経済活性化

を妨げることになる。さらに注意しなければな

らないことは，中小企業の数が後退しているば

かりでなく，大企業の数も減少しているのであ

る。中小企業数を表した先の表と同じデータは，

大企業の数の後退を，非一次産業（第６表）にお

いて示している。この意味でも，経済の寡占化

検証されなければならない。

　そして，第４に，中小企業団体に組織的打撃

を与えていることである。日本の中小企業は他

国に比較して組織化が進んでいることは周知の

ことであるが，このような組織的事態は中小企

業政策のみならず，中小企業の存立自体にも少

なくない影響を与えるはずである。以下では，

この第４の点について，さらに検討することと

する。

２　主要中小企業団体の現況と対応

（１）中小企業団体の現況

　全国組織をもつ中小企業団体の近年の基本的

な特徴は，何よりも組織的後退にあるというこ

とである。もちろん，各中小企業団体は会員あ

るいは組織の増強を訴えている。

　たとえば，日本商工会議所（以下，日商と略称）

は「商工会議所会員数が７年連続で減少してい
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ることに対応し，各地商工会議所の会員増強に」
５）取り組んでいる。

　あるいは，全国中央企業団体中央会（以下，全

国中央会と略称）は主力の事業協同組合におけ

る組合員数の増減状況について「最近３年間の

組合員数の増減傾向をみると，約半数（４９.０％）

の組合は「減少傾向」，以下「あまり変化なし」

（４１.１％），「増加傾向」（９.０％）と回答している」６），

また，「設立年別が古い組合ほど『減少傾向』にあ

ると回答する組合が多い」７）と報告している。

　また，全国商工団体連合会（以下，全商連と略

称）は「組織勢力で後退を余儀なくされていると

はいえ，増勢にした県連・民商を増やすなど，

全国的な奮闘が」８）広がっていることを指摘し

ている。これらの中小企業団体は現在なお，前

二者が中小企業数百万単位の，後者は同じく数

十万単位の組織を維持しており，それゆえにこ

そ，それぞれの中小企業団体は，そのような巨

大組織であるだけに，中小企業数自体の減少は

組織的後退の直接影響を与える背景になってい

ると考えられる。

（２）組織的後退への対応

　中小企業団体はこのように組織的後退に対し

て，増強を図っているのであるが，その際に，

それぞれの団体はそれぞれの団体としての設立

動機・伝統・特質・貢献等々，いわば歴史的存

在理由を確認しながら，組織再生を図っている

ことが注目されてよいだろう。

　たとえば，日商は「民間事業者による自主的な

経済団体として設立された商工会議所の存在意

義や活動の成果を地域に対してしっかりと周知

し，フィードバックすることを不可欠としてお

り，商工会議所の役割や活動内容を広くＰＲする

ために全国キャンペーンを実施する」９），あるい

は，「地域の企業，行政，住民等が共有すべきビ

ジョンや中期行動計画の策定を促進する」１０），さ

らには，「補助金に過度に依存しない自主的経済

団体としての体制を整備し，積極的な政策提言

活動に実施・実現を通じて存在価値を示し，そ

れによって信頼され，評価される団体を目指す」
１１）と述べている。

　全国中央会は，中小企業の組織化について「市

場経済の中で中小企業が自立的に発展するため

には，協同して経営資源を充実し，競争力を強

化するための組織が必要になる。」１２）と考え，「中

小企業者が，単独では解決の困難な課題……に

ついて，業種別・地域別事業者団体たる性格を

有する組合等がこれを改善するための取り組み

を行う……」１３）とし，今日においては「中小企業

組合を連携の中核に位置付けることが極めて有

効で」１４）であり，「中小企業連携組織対策を中小

企業政策の中核として位置付け抜本的に強化す

べきである。」１５）と強調し，「これら事業の遂行を

担う連携支援機関である中小企業団体中央会の

指導体制の整備及び事業遂行に対する強力な政

策支援は必要不可欠であり，万全の措置を講ず

るべきである。」１６）と主張している。

　さらに，全商連は「中小業者はもとより，広く

国民の幸福のために奮闘してきた歴史と伝統を

誇りとし，この２年間に力を合せて，実現して

きた数々の成果と民商・全商連運動の『かけが

いのない役割』に確信を深め」１７）ること，あるい

は，「技術・技能や独創性，ぬくもりのあるサー

ビスを磨き，経営分析力を鍛え，共同・連帯を

広げるなら，商業を通じ，地域社会に貢献する

道は開ける」１８）ことを訴えている。

（３）対応の意義

　中小企業数の減少を背景とした中小企業団体

の組織的後退に対する上記のそれぞれ団体の対

応の意義は，第１に，中小企業団体が画一化す

るのではなく，組織理念や伝統を確認しつつ，

個性化を遂げつつあることである。それは，中

小企業団体が全体として個々分散の方向を示す

ものでは決してなく，中小企業の多様な存在を

反映しており，健全で前進的な事態であると評

価することができる。

　第２に，各団体の対応の多様な方向性は，政

策要望の組織防衛への偏りや基本方針における
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矛盾の存在がみられるものの，要望や要求の諸

事項に共通性１９）を高めているといえる。そのこ

とは，筆者の見解からすれば，中小企業団体間

の決定的な相反の要因が小さいばかりでなく，

連帯の可能性を高めていると考えることができ

る。

３　中小企業団体と中小企業憲章制定運動

（１）中小企業憲章制定運動の推進と 

中小企業団体

　中小企業団体がいわゆる法制団体にせよ，そ

うでないにせよ，いずれも以上に述べてきたよ

うに組織的後退という状況とそれへの対応の渦

中にあるが，そのような中で，中小企業憲章制

定運動を推進する中小企業家同友会全国協議会

（以下，中同協と略称）は特徴ある経過を示して

いる。すなわち，中同協は１９６９年の創立以来会

員数は急増の傾向にあったといってよいが，

１９９０年代の初頭に最高数に至った後，長期の逓

減の状態に入った。しかし，２００３年頃より回復

を開始し，２００８年に再び過去最高水準に達した。

このような中同協は，上述してきた中小企業団

体とは，会員数にしてその規模は，１桁ないし２

桁の違いはあるが，全国規模の中小企業組織と

しては注目に値する結果を示しているというこ

とができる。

　中同協は，中小企業団体としての理念を常に

重視し，従来から，明確な主張，すなわち，際

立つ未来志向と抜本的な性格をもつ主張を続け，

上述の会員数の組織的後退から回復・増大の間

もその姿勢を継続し，むしろ強化してきた。た

とえば，「いま中小企業重視の産業政策を中軸に

据えた草の根からの新しい成長発展を目指す」
２０），あるいは，「中小企業を軸とした基幹産業の

形成を持続的な日本経済の発展をめざす……」
２１），さらには，「中小企業総体としては『脇役』に

甘んじてきました。……中小企業は，自ら客観

的役割と『中小企業の時代』を実現できる歴史的

段階にある……」２２）等々である。これらの主張は，

さらになお研究の余地はあるが，少なくない中

小企業家をはじめ，中小企業に従業する人々に

訴求する内容となってきたと思われる。

　また，そのような主張と実践のゆえに，今日

中小企業憲章制定運動について他の中小企業団

体に先んじて取り組んだということがいえるで

あろう。そして，中同協は，自らを同友会運動

と名付けており，法制的根拠に依存することや

多様な中小企業の画一的な組織の全国的制覇を

目指すことではなく，また，過去の中小企業運

動の様々な教訓を汲みながら運動を進めてきた

のであって，常に，自主・自立の立場から中小

企業団体としての性格・推進すべき運動の方法

を自問してきた。その意味で，中小企業憲章制

定運動が中同協のような中小企業団体に開始さ

れ，現在推進されていることは，中小企業憲章

制定運動として必然的であったし，また，今後

その運動の推進に多くの困難や障害があろうと

も可能性があるということができるだろう。

（２）中小企業団体の連携の可能性

　とはいえ，中小企業憲章制定運動は，特定の

中小企業団体のみでその目標が達せられること

はありえないし，そうであってはならない。そ

の意味で，内容としては中小企業に関する国民

の決意・責務を伴なうし，最終的には国会の決

議に基づくものである以上，現段階における当

面の重点としては，中小企業団体間の連携が目

指されることになるだろう。では，そのような

連携の可能性はあるのであろうか。

　筆者は，そのような連携の可能性の根拠は次

のような諸点としてあると考える。すなわち，　

第１に，既述してきたように，多くの中小企業

団体が，現在，組織的後退に直面しながらも，

中小企業団体としての自覚を深めていることで

ある。また，第２に，各中小企業団体は団体と

しての方向性の多様化を強めているが，それは

連携の可能性を否定するものではさらさらなく，

そのような多様性が現実に強く根ざしているな

らば，広く深いところでの共通基盤が形成され
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つつあると考えられるだろう。第３に，具体的

な政策要望においての共同性が高まっているこ

とである。第４に，ここで詳論することはでき

ないが，中小企業をめぐる今後の政策問題は，

問題の深刻性においても，また，問題の解決の

展望からも，今後確実に増大するであろうとい

うことである。各中小企業団体がそれらに真摯

に取り組むならば，上述の３つの点を一層強め

ることになるだろう。

　以上のような連携の可能性に根拠があるとす

れば，その連携を進展させるにあたっての課題

は何であろうか。第１に，各中小企業団体は，

今後さらに，団体としての自主性の確立するこ

とであろう。このような自立性の確立の進展は，

連携の基礎を強化するからである。

　第２に，中小企業団体は相互に他の中小企業

団体の意義や性格あるいは現況の理解を公式文

書の中でほとんど表明していないし，それぞれ

の団体構成員にも報告をしていない。したがっ

て，日本の多くの中小企業経営者は，複数の中

小企業団体に加入している場合が少なくないに

もかかわらず，団体の意義等の相互比較学習が

重視されていないようであるし，そうした「雰囲

気」は「礼儀」のように受け止められている節が

ある。しかし，そのような学習の推進は，各団

体の組織的内部的問題ではあるが，連携の課題

の基礎条件でもある。

　第３に，中小企業を巡る大局状況に対する認

識の問題である。この点は，むしろ，連携の阻

害要因となる可能性も含んでいるが，各団体は

常に大胆に表明することが，相互学習としても，

団体としての組織的強靭性を保証する意味でも

重要である。そして，また，国民的な理解を深

めることになる。

　とはいえ，連携は個別具体的な連帯からしか

実際的な前進はしないであろう。したがって，

個別具体的な問題への取組みは個々の中小企業

団体の恒常的な課題であるが，同時に連携への

第一歩である。これが，第４の点である。

　さらに，そのためにも，第５に，中小企業団

体間の日常的な懇談・交流が積極的に推進され

なければならないであろう。

４　欧米における中小企業憲章等の状況

（１）欧州中小企業政策－憲章と法律－

　最後に，以上の日本の中小企業憲章制定をめ

ぐる状況に関連する欧米のそれを注目しておき

たい。まず，ＥＵでは，２０００年の小企業憲章の

制定に加えて，現在，中小企業法（Small 

Business Act）の制定が日程に上っていること

である。このことは，中小企業法それ自体に対

しても興味深いが，日本における中小企業憲章

制定運動の初期段階から，《中小企業基本法があ

るのに，なぜ，中小企業憲章が必要なのか》とい

う疑問が繰り返し提出されてきた。それに対し

ては，一応の回答はできているが，ＥＵの場合，

《憲章》が先に制定されて，その後に，《法律》が制

定されるという順序になっている。今，その過

程を確認しておくことは，重要であろう。

　ＥＵ委員会は，２００８年，次のような伝達を理

事会，議会，経済社会委員会，地域委員会に行っ

ている。すなわち，「中小企業を励ます進展にも

かかわらず，ＥＵはなお中小企業の十分な能力

を開花させる更なる重要な諸施策を実施するこ

とを必要としている。」２３）そして，「欧州経済にお

ける中小企業の役割は最高の政治レベルで繰り

返し認識されてきた。２００８年３月の欧州理事会

は中小企業の持続的な成長と競争力を一層強め

るための提案に強い支援を表明した。すなわち，

欧州中小企業法と名づけ，その遅滞無い採用を

求めた。」２４）

　また，政策は，「中小企業に適合的であるとい

うことが主潮流となる政策でなくてはならない。

それは，諸ルールがそれらを利用する多数派の

人々を尊重しなければならないという信念，す

なわち，“Ｔｈｉｎｋ Ｓｍａｌｌ Ｆｉｒｓｔ”原則に基礎をお

くことである。」２５）したがって，「中小企業法は欧

州委員会と加盟国の政策実施上にあり，現行の

企業政策手段を統合する新しい政策枠組みを創
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造し，特に欧州小企業憲章と現代中小企業政策

にもとづく。」２６）と強調している。

　これに対して，ＥＵ最大の中小企業団体であ

る「欧州クラフト・中小企業同盟（ＵＥＡＰＭＥ）」

は，次のように述べている。

　「欧州クラフト・中小企業同盟は２００７年の欧

州委員会によってなされた，２００８年に中小企業

法（ＳＢＡ）の形で中小企業を支援する一連の諸

提案を検証するという言明を歓迎した。」２７）そし

て，そのような「中小企業法は小企業・マイクロ

企業にとって最善の可能性のある環境を創造し，

中小企業が成長段階に応じて直面する様々な挑

戦に具体的な回答を与えものでなければならな

い。それは，企業家精神と社会への価値ある貢

献に対する尊重によって準備されなければなら

ない。」２８）「しかしながら，欧州クラフト・中小企

業同盟は，中小企業法はその核が法的拘束力の

ある手段として構成される限りにおいて実績を

上げるだろうと信じている。すなわち，それは

これからの法律の提案に法的な基礎として役立

たなければならない。」２９）と主張している。

　以上のように，中小企業法の制定については，

ＥＵ委員会も欧州クラフト・中小企業同盟もほ

ぼ同一の見解であるが，中小企業法の制定理由

としては，前者が「更なる重要な諸施策の実施」

であると考えているのに対して，後者は「法的拘

束力のある手段」であると考えているところに

相違がある。このような相違についての一層の

検討，それが中小企業法制定過程においてどの

ような影響を与えるかについてここで考察する

ことはできないが，日本における中小企業憲章

制定推進運動にとって喫緊の研究課題である。

（２）米国中小企業政策－規制－

　さらにまた，米国における中小企業政策の過

程で注目するべきことは「規制柔軟法」RFA

（the Regulatory Flexibility Act）の展開であろ

う。

　同法の制定は，遠く１９８０年であるが，その背

景は次のようなものであった。「大企業等への適

用に向けて策定された法律や規制が中小企業等

に画一的に適用されてきた。たとえ政府の施策

を必要とする諸問題が中小企業等に原因がな

かったかもしれないもかかわらず，である。す

なわち，画一的な連邦政府の規制や報告要請が，

多くの場合に不必要で不釣り合いな負担となる

要求を，法律的な・会計的な・相談のいる費用

を伴って，限られた資源しか持たない中小企業

等に課してきた。」３０）

　そのためにも，「不必要な規制は，多くの産業

分野への参入障壁を生み出し，能力のある企業

家が収益性に富む製品や処理の導入するのを妨

げている。」３１）

　今，注目する事態は，同法の制定後の経過で

ある。特に，２００７年の時点で次のように指摘さ

れている。すなわち，「ＲＦＡが制定されて２６年経

過した。また，ＲＦＡに対する主要な改善である

SBREFA（Small Business Regulatory Enforce-

ment Fairness Act）の制定からいまや１０年であ

る。そして大統領令１３２７２は４年間に亘って有効

であった。これらの議会や行政の努力の年月が

あったにもかかわらず，行政の諸機関が，中小

企業がもっている関心に配慮をし，諸機関が運

用する中小企業に対する基本の規制が与える潜

在的な経済的負担を分析する時には，なお諸機

関は議会や行政の支援の必要の状態にある。」３２）

だから，「これらの負担に対する考慮は，いくつ

かの連邦諸機関では考え直したりすることが少

なくなってきているけれども，規制の重要な命

令による要望を十分にかつ矛盾しないで理解す

ることは，上のような諸機関以外では難しいの

である。」３３）と指摘している。

　以上のように，欧州（ＥＵ）においても，米国

においても，中小企業政策において，画期的な，

あるいは，地道な努力が傾けられていることが

理解できる。欧米諸国におけるそのような政策

的努力の過程は，日本における中小企業憲章制

定運動に対して，様々な教訓を与えるとともに，

大きな激励を与えるものとなっている。
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おわりに

　本稿では，中小企業憲章制定運動における「自

社分析」アンケートの分析に触発されて日本の

中小企業の現況，中小企業数の減少という事実

を踏まえて，中小企業憲章制定という観点から，

１９９９年の中小企業基本法の改正以降，ややもす

ると，関心の向けられることが後退している中

小企業団体の動向に注目し，その動向の意義を

検討した。加えて，その意義を欧米の中小企業

政策の展開から確認した。

　現在，世界金融危機の実体経済へのマイナス

の影響の阻止に向けて，世界において官民多様

な努力が傾けられているが，日本を含む世界の

中小企業は，その影響を最も受けやすい存在と

して，あるいは，その影響の阻止のためばかり

でなく，今後の世界経済の回復の展望の中で重

大な責務を担う存在として登場しつつある。そ

の意味で，日本を含む世界の中小企業は，困難

と期待を同時に皆負っているのである。

　
１）本稿では，中小企業憲章制定運動を，中小企業憲
章制定のみを目指す運動ではなく，中小企業振興基
本条例制定をも合わせ目指す運動を表わす意味の
用語として使用することとする。
２）本稿でいう「自社分析」アンケートを，現時点で最
も精力的に推進している大阪同友会は「憲章レポー
ト」と呼んでいる。
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